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平成15年３月末現在の
人口の動き

●人口13,740人 前月比（－023人）
前年比（＋070人）

男 6,814人（＋05人）
女 6,926人（－28人）

●世帯数3,626世帯 前月比（＋22世帯）
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5月11日～20日 

春の交通安全運動 

5月11日～20日 

春の交通安全運動 

5月18日
交通安全イベント開催
（詳細20ページ）



◆県から派遣

◆新採用

社会教育課
杵鞭　信幸　社会教育主事
（きねむち　のぶゆき）
昨年まで三川村・三川中学校

町民のみなさん
よろしく

お願いします

聖籠町の職員

203人
平成14年度聖籠町役場機構図・職員配置図

聖籠町の新体制

聖籠町の職員

203人
平成15年度聖籠町役場機構図・職員配置図

聖籠町の新体制

聖籠町教育委員会 
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ふるさと整備課
渡辺　新吾　主事補
（わたなべ　しんご）

総務課
勝見　英徳　主事
（かつみ　ひでのり）

町民課
宮下　純一　主事補
（みやした　じゅんいち）
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公共下水道供用開始の状況図
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「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実

施
要
領
細
目
」
及
び
「
下
水
道
事
業
の
再
評
価

に
当
っ
て
の
評
価
手
法
」
を
受
け
て
、
町
で
は

聖
籠
町
下
水
道
事
業
評
価
実
施
要
綱
、
聖
籠
町

下
水
道
事
業
評
価
委
員
会
設
置
要
領
を
定
め
、

要
綱
・
要
領
に
基
づ
き
、
町
長
が
五
名
の
委
員

を
委
嘱
し
、
委
員
会
に
は
委
員
長
及
び
副
委
員

長
を
置
き
、
下
水
道
事
業
開
始
後
十
年
を
経
過

し
、
継
続
中
の
も
の
で
、
町
が
下
水
道
の
進
捗

状
況
等
を
説
明
し
て
「
評
価
と
今
後
の
実
施
方

針
」
に
つ
い
て
、
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
９
月
４
日
を
最
初
に
四
回
の
会
議

を
開
催
し
、
渡
辺
浅
行
評
価
委
員
長
か
ら
『
公

表
し
て
い
る
供
用
開
始
（
予
定
）
区
域
の
と
お

り
、
早
期
実
現
の
為
事
業
を
継
続
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
評
価
委
員
全
員
の
総
意
に
よ
る
意
見

と
し
ま
す
』
と
の
意
見
を
い
た
だ
き
、
こ
こ
に

公
表
い
た
し
ま
す
。

聖
籠
町
下
水
道
事
業
評
価
委
員
の
方
々
は
次

の
と
お
り
で
す
。

評
価
委
員
長
　
渡
辺
　
浅
行
（
次
第
浜
）

副
委
員
長
　
諏
方
　
照
子
（
杉
谷
内
）

委
　
　
　
員
　
遠
藤
　
唯
明
（
藤
　
寄
）

委
　
　
　
員
　
吉
田
　
淳
一
（
真
　
野
）

委
　
　
　
員
　
小
林
　
清
美
（
網
代
浜
）

下
水
道
事
業
の
再
評
価
に
係
る

意
見
の
公
表
に
つ
い
て

水洗化工事はお早めに
公共下水道 ―供用開始地域拡大―

生活環境の改善と公共水域の水質保全などを目的と

して公共下水道整備が進められています。

平成５年に工事着手以来順調に推移し、平成15年・

第４回目の供用（使用）開始を次のとおり行います。

◆平成15年４月15日から供用開始される区域

（一般区域）蓮潟新田、本大夫と本諏訪山、山倉の一部

（東港区域）東港位守町、東港１丁目と東港２・５丁目

の一部

◆排水設備の設置は処理開始になってから１年以内に

供用開始区域になった皆さんには、１年以内に宅地

内に設置された公共汚水ますに便所、台所、浴室などか

らの汚水を流し込む排水設備を設置していただきます。

工事は指定工事店（町の指定する工事店）に申し込

みましょう。

これまで汲み取り式便所だったご家庭は、供用開始

の日から３年以内に水洗便所にするよう下水道法で定

められています。

◆融資・助成金制度をご利用ください

下水道への接続や便所の改造等の工事費は、各自の

負担になります。接続等にかかる経費は町の融資・助

成金制度が利用できます。（利用には供用開始の日から

一定の期限・条件があります）対象は公共団体その他

法人にかかる工事を除いた者。

◆使用料はいつから・いくら？

使用料は水洗化工事が完了し、流しはじめるといた

だきます。

使用料は、流した汚水の量に応じて納めていただき

ます。（基本使用量10 まで1,500円、10 を超えた分

は１ につき150円が加算されます）

お問い合わせ

下水道課　 ２７－１９６６（直通）

み

ん
なで
支える下水

道

下水道整備で 
美しいまちづくりを 

公共下水道水洗化率
（下水道に接続した割合）

平成15年３月1日現在

�町の公共下水道は、平成5年に着手し平成

12年4月から一部供用開始をしました。

�全体整備計画面積は1,396haで平成12・

13・14年度に391haを供用開始しました。

�平成15年度の供用開始は455haで、供用開

始済み区域が846haとなり、全体計画に占

める割合は60％となります。

地 域

杉 谷 内

甚兵エ橋

蓮 野

本 大 夫

本 三 賀

山 三 賀

二 本 松

外 畑

正 庵

蓮 潟

八 幡

対象世帯

（企業）

64

20

103

10

10

42

190

42

43

275

20

水洗化数

49

16

80

8

7

32

120

27

24

134

11

水洗化率

（％）

76

80

77

80

70

76

63

64

55

48

55

凡　　例
平成14年度までに供用
（使用）開始された区域
平成15年４月から供用
（使用）開始する区域

下水道整備計画区域
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介護保険 
からの 
お知らせ 

　介護保険は、介護が必要な高齢者とその家族をみんなで支

えていく制度で、介護が必要な多くの人に介護サービスが提

供され、家族の負担が軽減されてきました。しかし、今後も

介護が必要な人が増えることが予想され、更なるサービスの

充実が求められています。 

　そこで、大切な財源である、皆さんの保険料が見なおされ

ました。安心した老後をおくるために、そして介護を必要と

している人に、充実したサービスを提供するためにも、今後

も保険料の納付にご理解とご協力ください。 

※普通徴収の方には収め忘れを防ぐためにも口座振替をお勧めしています。ご希望の方は、お

持ちの口座の金融機関へ申し込みしていただければ口座振替が可能となります。 

普通徴収（納付書や口座振替で納める）の方の納期と納付額 

あなたは 

第1段階 

住民税を 

納めてい 

ますか？ 

生活保護 
を受けて 
い　ま　す 
か？ 

合計所得 
金 額 が 
2 00万  
円以上で 
すか？ 

第4段階 

第5段階 

第1段階 

老齢福祉 
年金を受 
けていま 
すか?

世帯内に 
住民税を 
納めてい 
る人がい 
ますか?

世帯内に 
住民税を 
納めてい 
る人がい 
ますか?

第3段階 

第2段階 

第3段階 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

期 
月 

第１段階 
第２段階 
第３段階 
第４段階 
第５段階 

第１期 
５月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第２期 
６月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第３期 
７月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第４期 
８月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第５期 
９月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第６期 
10月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第７期 
11月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

第８期 
12月 
2,700 
4,050 
5,400 
6,750 
8,100

年間保険料額 
 

21,600円 
32,400円 
43,200円 
54,000円 
64,800円 

仮徴収 
前年度の保険料段
階を元に仮に徴収
する期間 

本徴収 
本年度の所得確定後、正式な本年
度の介護保険料を確定し仮徴収額
を差し引いた金額を徴収する期間 

※年間保険料額は８月に確定（本徴収の開始）通知いたします。 

※期額については、あくまでも一例です。所得段階の変更や徴収方法の変更などで変わる場合

があります。 

　介護サービスの苦情や相談はありませんか… 
町では介護サービスに関する相談や苦情を受け付けております。 
・介護サービス苦情相談窓口 
　　聖籠町役場　町民課　介護保険係　　　　　　　　０２５４－２７－１９５２（直通） 
　　保健福祉センター内　保健福祉課　　　　　　　　０２５４－２７－６５１１ 
　　国民健康保険団体連合会　介護サービス相談室　　０２５－２８５－３０２２ 
　まで、お気軽にご相談ください。 

特別徴収（年金から天引き）の方の納期と納付額 
期 
月 

第１段階 
第２段階 
第３段階 
第４段階 
第５段階 

第１期 
４月 
2,700 
4,000 
5,300 
6,600 
8,000

第２期 
６月 
2,700 
4,000 
5,300 
6,600 
8,000

第３期 
８月 
2,700 
4,000 
5,300 
6,600 
8,000

第４期 
10月 
4,500 
6,800 
9,100 
11,400 
13,600

第５期 
12月 
4,500 
6,800 
9,100 
11,400 
13,600

第６期 
２月 
4,500 
6,800 
9,100 
11,400 
13,600

年間保険料額 
 

21,600円 
32,400円 
43,200円 
54,000円 
64,800円 

仮徴収 
前年度の保険料を
元に仮に徴収する
期間 

本徴収 
本年度の所得確定後、正式な本年
度の介護保険料を確定し仮徴収額
を差し引いた金額を徴収する期間 

こんなときは？ こうなる 

年度途中で65歳になった方は… 
老齢（退職）年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通
徴収になります。翌年度の10月から特別徴収となります。 

遺族年金、障害年金、老齢福祉年
金のみを受給される方は… 

普通徴収の扱いとなります。遺族年金、障害年金、老齢福祉年
金からは天引きされません。 

他市町村から引越しされた方は… 
それまで年金から天引きだった人も、普通徴収となります。翌
年度の10月から特別徴収に戻ります。 

年金受け取りを66歳以降に繰り下
げていて、その年の4月2日以降に
受けはじめた方は… 

老齢（退職）年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通
徴収になります。翌年度の10月から特別徴収となります。 

介護サービス苦情相談窓口 介護サービス苦情相談窓口 



国保からの 
お知らせ 
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聖籠町国民健康保険では、１年間の保険税を５月から12月まで、計８期で納めていただきます。
それぞれ、２週間程度の納期限が設けられており、５月を１期、６月を２期･･･と呼びます。
今回お送りするのは、全８期のうち３期までです。これを「仮算定

かりさんてい

」と呼びます。

どうして、仮算定と呼ぶのでしょうか？
それは、平成15年度分の保険税が確定する前の暫定賦課分…つまり、世帯の状況に変化がないと仮定して課

税する分だからです。
平成15年度の保険税率や、みなさんに申告していただいた所得などが確定するのは仮算定以後ですので、平

成15年度分保険税は、現段階では確定できません。
そこで、前年度課税した国民健康保険税をもとにして、最初の３回を算定し、課税することになります（所

得や加入者の状況が変わらなければ、前年度と同じ額が今年も課税されることになるため）。
このことから、今回お送りする３期分の保険税額は、平成14年度分として課税された保険税額の３/８となって

います。（１/８ずつ３回）

年間の保険税額が確定しましたら、仮算定で納め足りない分を本算定で精算することになります。
（納めすぎがあった場合は、精算後に本算定でお返しすることになります）

特別な事情により保険税の納付が困難な場合には、申請により分割納付など
もできますので、滞納のままにせず、まずは担当窓口に相談してください。

お問い合わせは…聖籠町役場　町民課　27-2111（代表） 27-1952（直通）

国保仙人 みどり丸くん

4月 5月 
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

仮　算　定 仮　算　定 本　算　定 本　算　定 

年間の保険税が確定 

所得の変化や、平成15年７月届出までの加入者数の増減は、

８月に届く本算定の段階まで反映されないので要注意だねし！

※平成15年度から国民健康保険に加入した世帯は、平成14年度の実績が
ないから、仮算定分は計算できないんだね。
だから、１年分を８月からの５回で納めることになっちゃうのか～！

納める回数を増やして、 

１回あたりの負担を軽くする 

 ために仮算定があるんだねし！ 

どうして“仮算定”が 

あるの？ 

納税通知書の宛名は世帯主
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあ
ります。そのため、世帯主本人が国保に加
入していなくても、世帯の中に加入者がい
れば、納税通知書は世帯主宛になります。

1
口座振替がおすすめです
口座振替の手続きを取っている方は、納期限までに、この
欄に表示された金融機関から自動的に引き落とされます。
この欄が空欄の方は、振替手続きをしていない方ですので、
役場会計室もしくは各金融機関窓口で納めていただきます。

2

期限内に忘れずに納めましょう！
１期～３期まで、それぞれの金額を納めていただく期限です。この期間内に、
忘れず納めてください。（１期から３期まで一括納付することもできます）
※納期限までに納めていない場合には督促

とくそく

が行われます。督促手数料に加え、
延滞金を徴収される場合もありますので、すみやかに納めましょう。保険
税を納め忘れてしまいがちな方には、口座振替をおすすめします。

5

平成15年度　国民健康保険税　納税通知書 
　この納税通知書は、地
方税法第706条の２第１項
並びに聖籠町国民健康保
険税条例第10条の第１項
の規定によって徴収する
国民健康保険税の納税通
知書として校風されるも
のですので、納期までに
納付してください。 

●納付場所 
・聖籠町指定金融期間 
・聖籠町収納代理金融機関 
・聖籠町役場 

平成 15 年 5 月 14 日 

新潟県北蒲原郡聖籠町長 

渡　邊　廣　吉 

様方 

郵便番号 金融機関名 

種別 

口座名義人 

世帯番号 通知書番号 

預金口座番号 

様 

医療 

前年度税額 賦課割合 仮算定税額 

平成15年５月16日から 

平成15年５月31日まで 

平成15年６月14日から 

平成15年７月１日まで 

平成15年７月16日から 

平成15年７月31日まで 

 

 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

3 
8

介護 

合計 

１ 

期 

２ 

期 

３ 

期 

納　　期 各納期の納付額 期別 

この税金についてのおたずね、ご連絡は 
　　　　　　　　　　　　　聖籠町役場町民課 
　　　　　　　　　　　　　電話　代表（２７）２１１１ 
 

この納付済通知書は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げないでください。 

平成１５年度　国民健康保険税　納付通知書　　（第１期） 

聖　　籠　　町 

1
2

5

3 4

4

仮算定は前年度の保険税を元に算定
平成14年度分として課税された税額です。
平成14年度分の納付書と比べてみてください。

3
前年度の８分の３が“仮算定″
今回課税される仮算定分は、所得や加入者数の増減
にかかわらず、前年度の保険税額の３/８となってい
ます。③の額の３/８（１/８ずつ３期）を、今回１
～３期分として納めていただくことになります。

4

これが仮算定の 

　　通知書か～！ 

み ん な で 支 え る
医 療 費 ！
し っ か り
納 め て ね し
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昨
年
11
月
か
ら
今
年
３
月
ま
で
、

５
カ
月
間
試
験
運
行
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
町

民
の
方
々
か
ら
ご
利
用
を
い
た
だ
き

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

試
験
運
行
期
間
に
町
民
の
方
々
か

ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
・
ご
要
望
や

乗
車
実
態
、
運
行
実
態
等
を
総
合
的

４
月
か
ら

本
格
運
行
を
開
始
し
ま
し
た
。

３
路
線
全
て
が
、
公
共
施
設
、
医
療
機
関
、

商
業
施
設
等
に
乗
り
入
れ

に
検
討
し
、
で
き
る
限
り
利
用
者
の

立
場
に
配
慮
し
た
運
行
路
線
・
時
刻

表
を
設
定
し
、
本
格
運
行
を
開
始
い

た
し
ま
し
た
。

バ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

マ
イ
カ
ー
が
減
少
し
車
か
ら
排
出
さ

れ
る
有
害
な
炭
酸
ガ
ス
を
お
さ
え
る

こ
と
が
で
き
、
交
通
事
故
の
抑
止
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
生
活
環
境
の
保

全
と
生
活
交
通
の
確
保
を
目
指
し
た

バ
ス
事
業
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
多

く
の
方
々
が
ご
利
用
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

生
活
環
境
課

27
―

１
９
６
２
（
直
通
）

４
月
か
ら

本
格
運
行

循環 
バス 
循環 
バス 
循環 
バス 

さくら号も 
地場物産に 
乗り入れ 

聖籠町循環バス（エコバス）路線図

有害な炭酸ガス排出量
が少ない圧縮天然ガス
を使用 

環境にやさしい 

床が低く、乗り降り
しやすい。 

高齢者等にやさしい 
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《保健福祉事業》

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

INFORMATION
お
し
ら
せ
お問い合わせ先

町役場　　　　　 ２７－２１１１

町民会館　　　　 ２７－２１２１

図書館　　　　　 ２７－６１６６

保健福祉センター ２７－６５１１

診療所　　　　　 ２７－１２３４

水道課　　　　　 ２７－５１４１

ところ　保健福祉センター
◆心配ごと相談
７日（水）・21日（水）
午後１時～４時
◆弁護士相談
29日（木）要予約
町社会福祉協議会 27-6767

◆乳幼児健康診査・各種学級
○妊婦学級（前期）
13日（火）午前９時30分～
○育児学級
14日（水）午後１時30分～
○育児相談会
19日（月）午前10時～11時
○妊婦・二歳児親子歯科健診
19日（月）午後１時15分～
○三歳児健診
22日（木）午後１時15分～
○乳児健診
30日（金）午後１時15分～
◆各種予防接種
○三種混合
７日（水）午後１時40分～
○麻しん未接種
８日（木）午後１時40分～
○風しん
13日（火）午後１時40分～
○ポリオ
15日（木）午後１時40分～
○三種混合
23日（金）午後１時40分～
○日本脳炎（山倉学区）
27日（火）午後１時40分～
○日本脳炎（蓮野学区）
28日（水）午後１時40分～
○日本脳炎（亀代学区）
29日（木）午後１時40分～

保健福祉課 27－6511

　日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ 

町
長
の
動
向

（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

５
月

６
日
・
地
域
別
知
事
・
市
町
村
長

会
議

８
日
・
政
務
調
査
会
「
産
業
経
済

委
員
会
」

・
聖
山
大
学
入
学
式

９
日
・
臨
時
議
会
（
予
定
）

12
日
・
二
市
北
蒲
原
郡
選
挙
管
理

委
員
会
総
会

・
聖
籠
町
商
工
会
総
会

16
日
・
新
潟
都
市
圏
協
議
会
総
会

18
日
・
新
発
田
駐
屯
地
創
設
50
周

年
記
念
式
典

22
日
・
聖
籠
町
合
同
慰
霊
祭

25
日
・
中
部
郷
四
カ
町
村
消
防
連

合
演
習

26
日
・
郡
町
村
会
５
月
定
例
会

28
日
・
聖
籠
の
杜
取
締
役
会
・
株

主
総
会

◆日時と会場

日　　時

５月29日�

５月30日�

時　　間

９時40分から10時40分

11時00分から11時30分

13時10分から14時10分

９時30分から10時30分

10時50分から11時30分

13時10分から14時30分

会　　場

次第浜公民館

亀塚公民館

網代浜会館

杉谷内公会堂

真野公民館

研修会館（役場隣り）

◆当日必要なもの
①通知されるはがき：押印して持参してください
②料金：3,100円（注射料金：2,550円・注射済票：550円）
※新たに犬を飼う場合は、登録手数料3,000円が加算されます。
◆注意：事故防止のため、犬を制御できる人が連れてきてくださ
い。
生活環境課　　２７－１９６２（直通）

第２回新発田地域広域圏フォトコンテスト作品募集のお知らせ
テーマ　～新発田地域広域圏内の「行事」～

新発田地域広域圏を構成する新発田市、聖籠町、中条町、紫雲寺町、豊

浦町、加治村、黒川村のいずれかで行われる四季折々の「行事」（伝統行

事や地域行事、祭り、催物など）を題材に、その実施風景や参加者、来場

者などにスポットを当てた写真を募集します。

皆さん、奮ってご応募ください。

◆募集期間 平成15年５月１日～平成16年１月30日まで

◆応募資格 どなたでもご応募できます。

◆賞

新発田地域広域事務組合事務局企画振興課　　２６－１５０１
※応募方法や応募に関する内容は、県内カメラ取扱店や広域構成市町村、
新発田地域広域事務組合に設置の｢募集チラシ｣又は｢広域ホームページ｣
をご覧ください。
〇ホームページアドレス http://www.inet-shibata.or.jp/̃s-kouiki/

賞の名称
①大賞
②優秀賞
③七色賞
④審査員特別賞
⑤佳作

数
1
3
7
2
12

賞金・商品
10万円・受賞盾・賞状
２万円・受賞盾・賞状
５千円相当の圏域内の物産・受賞盾・賞状
３千円相当の圏域内の物産・受賞盾・賞状
２千円相当の圏域内の物産・賞状
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税務課からのお知らせ 税務課からのお知らせ 
5月は固定資産税・
軽自動車税の納入月です

５月は、平成15年度分の固定

資産税および軽自動車税の納入

月です。

なお、納税通知書は５月20日

までに各納税義務者宛に郵送で

お届けしますが、その内容に疑

問な点などがありましたら、遠

慮なく税務課へお問い合わせく

ださい。（詳しくは、納税通知

書をご覧ください）

また、課税内容等に不服があ

る場合は次により不服申し立て

ができます。

●不服申し立て先

①固定資産の価格に対しての

場合（高い・安いなど）⇒

聖籠町固定資産評価審査委

員会

②固定資産の内容に対しての

場合（地目・面積や所有者

など）⇒町長

●不服申し立て期間

①、②とも納税通知書を受

けた日から60日以内

●不服申し立て方法

①、②とも正副２通の書面

でお願いします。

●その他

不服申し立てをしないで、

裁判所への提訴はできませ

ん。
役場税務課 ２７－１９５６

（直通）

ゴルフ場利用税に非課税規
定が設けられました

平成15年４月１日以降の次に
該当するゴルフ場の利用につい
ては、非課税になります。（証
明が必要）
●非課税になるもの
①年齢18歳未満のもの
②年齢70歳以上のもの
③地方税法に規定する障害者

●非課税になるゴルフ場の利用
①国民体育大会のゴルフ競技
に参加する選手の当該競技
の利用
②学校の学生又は引率教員の
当該学校における教育活動
としての利用
新発田県税事務所

（平日　午前８時30分から
午後５時）

２６－９１２２

自動車税の納期限は
6月2日です
納税はお早めに

●窓口納税
お送りした納税通知書

を持参して、お近くの金
融機関・郵便局・県税事
務所で納めてください。
●口座振替

預金口座のある金融機
関で申し込まれますと、
平成16年度から口座振替
となります。
新発田県税事務所

（平日午前８時30分から
午後５時）

２６－９１２3

地
元
の
若
者
が
手
を
と
り
合
っ
て

企
画
し
、
阿
賀
北
青
年
祭
を
開
催
し

ま
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お
い
で
く

だ
さ
い
。

５
月
18
日
　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

聖
籠
町
町
民
会
館
前
「
ふ
れ
あ
い

広
場
」（
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
広
場
）

・
阿
賀
北
７
市
町
村
の
地
元
特

産
品
等
販
売

・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

阿
賀
北
青
年
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

青
年
祭
実
行
委
員
会
「
聖
籠
町
商

工
会
青
年
部
」
事
務
局：

石
田

27
―
２
０
７
８

阿賀北 
　青年祭 
　  ｉｎ 
　聖籠町 

平成15年度新潟県
職員採用上級試験

◆受験案内等配付開始日

５月13日～

◆受付期間

５月14日～６月３日

◆受験資格

昭和49年４月２日から昭和57年

４月１日までに生まれた方

昭和57年４月２日以降に生まれ

た方で4年制大学を卒業した方

又は平成16年３月31日までに卒

業する見込みの方（新潟県人事

委員会がこれらと同等と認める

方を含む。）

職種によっては別に定める資

格・免許が必要です。

※職種・採用予定人員・試験方法な

どは、受験案内等配付開始日に公

表になります。

◆試験日時・会場

第１次試験　６月22日

場所　新潟市・東京都
新潟県人事委員会事務局総務課

０２５（２８０）５５３８

平成15年度警察官Ａ
（大学卒業者）採用試験
◆受験案内等配付開始日

５月９日～

◆受付期間

５月16日～６月12日

◆受験資格

昭和49年４月２日以降に生まれた

方で、次のいずれかに該当する方

�４年制大学を卒業した方又は平成

16年3月31日までに卒業する見込

みの方

�新潟県人事委員会が　と同等と認

める方

※採用予定人員・試験方法などは、

受験案内等配付開始日に公表にな

ります。

◆試験日時・会場

第１次試験　７月13日

場所　新潟市
新潟県人事委員会事務局総務課

０２５（２８０）５５３８
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今
年
度
（
６
月
分
か
ら
）
受
給
す
る

た
め
に
は
、
５
月
中
に
手
続
き
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務

先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

●
支
給
対
象

義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
（
６
歳

到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で
の
児
童
）

を
養
育
し
て
い
る
人
で
、
前
年
の
所

得
が
一
定
未
満
の
人

●
手
当
額
（
月
額
）

第
１
子
・
第
２
子
　
　
５
千
円

第
３
子
以
降
　
　
　
　
１
万
円

保
健
福
祉
課
　
　
27
―
６
５
１
１

子
宮
頸け

い

が
ん
検
診
が

は
じ
ま
り
ま
す

〜
若
い
年
代
の
が
ん
発
見
が
増
え
て
い
ま
す
�
〜

２０
代
か
ら
受
け
る
の
は
ま
だ

早
い
？

検
診
を
受
け
れ
ば
見
つ
か
る

の
？

子
宮
頸
が
ん
は
子
宮
の
入
り

口
付
近
に
で
き
る
が
ん
で
す
。

原
因
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

や
出
産
の
回
数
が
多
い
こ
と
に
も
関

係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
が
ん
は
か
な
り
進
行
し
な
い
と

自
覚
症
状
が
出
ま
せ
ん
。
自
覚
症
状

が
出
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
に
な
っ
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

子
宮
頸
が
ん
検
診
で
は
、
子
宮
の

入
口
付
近
の
細
胞
を
こ
す
り
取
り
、

が
ん
細
胞
が
無
い
か
ど
う
か
を
調
べ

ま
す
。

ご
く
ご
く
早
期
の
が
ん
で
も

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

早
期
に
み
つ
か
れ
ば
、
妊
娠
出
産
に

影
響
す
る
こ
と
な
く
治
り
ま
す
。
毎

年
検
診
を
受
け
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

Ｑ

Ｑ

Ｑ ＡＡ

い
い
え
。
全
く
早
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
が
ん
に
な
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。
20
代
か
ら
ぜ
ひ
受

け
て
い
た
だ
き
た
い
検
診
で
す
。
そ

し
て
毎
年
受
け
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

町
の
検
診
で
も
毎
年
１
〜
２

名
の
方
に
が
ん
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
か
で
も
最
近
は
20

代
や
30
代
の
方
か
ら
の
発
見
が

目
立
っ
て
い
ま
す
。

町
の
検
診
で
受
け
ら
れ

ま
す
。
新
発
田
市
・
豊

栄
市
の
産
婦
人
科
で
受
診
す
る

施
設
検
診
と
、
町
内
を
検
診
車
で

巡
回
す
る
車
検
診
が
あ
り
ま
す
。

・
施
設
検
診（
５
月
、６
月
実
施
）

・
車
検
診
（
７
月
実
施
）

Ａ
検
診
は
ど
こ
で
受
け
ら

れ
る
の
？

ＱＡ

150

100

50

0
0 5 10152025303540455055606570758085 歳 

女（昭和50年） 

子宮がん 

人
口
10
万
対 

女（平成8年） 

昭和50年当時と比
べると、発病年齢
が早まっているの
がわかります。 
20代から注意が必
要です！ 

町
で
は
、
１
歳
か
ら
６
歳
ま
で
の

小
学
校
入
学
前
ま
で
、
医
療
費
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
５
月
で
１

歳
を
迎
え
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
の

皆
さ
ん
は
、
５
月
中
に
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
方
法
は
次
の
通
り
で
す
。

平
成
14
年
５
月
生
の
方

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
　
②
保
険
証

手
続
場
所

保
健
福
祉
課（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

幼
児
医
療
担
当

こ
の
手
続
き
を
済
ま
せ
な
い
と
医

療
費
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
健
福
祉
課
　
　
27
―
６
５
１
１

児
童
手
当
は
、
家
庭
生
活
の
安
定

と
児
童
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
、

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
て

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

手
当
は
、
申
請
し
た
月
の
翌
月
か
ら

支
給
と
な
り
ま
す
の
で
対
象
と
な
る
人

は
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
制
限
等
の
た
め
、
昨
年
度
児

童
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
が
、

町
で
は
平
成
10
年
10
月
か
ら
情
報

公
開
条
例
に
基
づ
い
て
請
求
が
あ
っ

た
場
合
は
、
個
人
情
報
な
ど
一
部
を

除
い
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
14
年
度

は
、
請
求
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

情
報
公
開
制
度
の
目
的
は
、

町
の

行
政
事
務
を
行
う
た
め
に
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
保
有
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
情
報
を
町
民
の
皆
様
に
公
開

し
、
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
町
政

に
対
す
る
理
解
と
信
頼
を
深
め
て
い
た

だ
き
、
更
に
は
、
町
民
の
皆
様
の
声
を

町
政
に
反
映
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

総
務
課
行
政
係

27
―
１
９
５
７
（
直
通
）

手
続
き
を
忘
れ
ず
に

幼
児
医
療
費
助
成

児
童
手
当
（
特
例
給
付
）

忘
れ
ず
に
手
続
き
を

情
報
公
開
請
求

１４
年
度
は
ゼ
ロ

子
宮
頸け

い

が
ん
検
診
っ
て
？

年齢別の子宮頸がんになった方の割合
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（
①
職
業

②
所
属
政
党

③
現
職
・
元

職

④
当
選
回
数

⑤
住
所
／
立
候
補

届
出
順
に
当
選
人
を
掲
載
・
敬
称
略
）

江
　
口
　
俊
　
一

69
歳

①
県
議
会
議
員
　
②
自
民

③
現
職
　
④
２
回
　
⑤
中
条
町

帆
　
苅
　
謙
　
治

54
歳

①
県
議
会
議
員
　
②
自
民

③
現
職
　
④
４
回
　
⑤
安
田
町

岩
　
村
　
良
　
一

41
歳

①
県
議
会
議
員
　
②
無
所
属

③
現
職
　
④
２
回
　
⑤
紫
雲
寺
町

年に１回
受診しましょう

町
で
は
、
医
療
機
関
で
受
け
ら
れ
る
子
宮

頸け
い

が
ん
（
施
設
）
検
診
を
実
施
し
ま
す
。
申

し
込
み
の
あ
っ
た
方
に
は
、
受
診
通
知
書
を

発
送
い
た
し
ま
し
た
。
受
診
通
知
書
を
持
っ

て
左
記
の
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
ま
す
よ
う

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

○
検
診
対
象
者

25
歳
以
上
の
女
性
（
昭
和

54
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

○
実
施
期
間

５
月
１
日
〜
６
月
30
日

○
検
診
料
金
（
自
己
負
担
）
１，
０
０
０
円

70
歳
以
上
の
方
は
無
料
で
す
。（
昭
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

保
健
福
祉
課
　
予
防
検
診
係
・
保
健
師

27
―
６
５
１
１

受 診 で き る 医 療 機 関 は こ ち ら で す

子宮頸
け い

がん（施設）検診のご案内

医療機関名（住所）

小幡産婦人科医院
新発田市大手町２丁目
６－19
鈴木産婦人科医院
新発田市西園町２丁目
７－10
関塚医院
新発田市小舟町２丁目
１－23
富田産科婦人科医院
新発田市諏訪町１丁目
２－15
広神産婦人科医院
新発田市中央町１丁目
３－７
渡部レディスクリニック
新発田市新栄町１丁目
１－６
久保田医院
豊栄市早通南１丁目
２－13
柳原クリニック
豊栄市柳原３丁目
３－16
豊栄病院
豊栄市石動１丁目
11－１

電　　話

（24）1781

（22）2273

（26）1405

（22）1151

（22）2680

（26）6666

025（386）
2202

025（386）
4930

025（386）
2311

診　療　時　間
月曜日～金曜日 土曜日

午前９時～12時
午後２時～５時

午前９時～12時
午後１時30分～５時30分
（水・金曜日は予約診療）
午前９時～12時30分
午後２時30分～５時30分
（水曜は午前９時～12時30分・午後休診）
午前９時～12時
午後３時～５時30分
（木曜日は午前９時～12時30分・午後休診）
午前９時～12時15分
午後２時30分～５時15分
（水曜日は午前９時～午後１時）

午前９時～12時30分
午後３時～６時

午前８時30分～12時
午後２時～６時
（木曜日は午後休診）

午前９時～12時30分
午後３時～６時

予約制となります。
予約受付時間は午後２時～４時（ただし、土曜日は除く。）

午前９時～12時
午後 休診

午前９時～12時

午前９時～12時30分
午後　休診

午前９時～12時30分
午後３時～５時30分

午前９時～午後１時

午前９時～午後１時
午後　休診

午前８時30分～12時
午後 休診

午前９時～12時30分
第２土曜日は休診

日
曜
日
は
休
診
で
す

４
月
13
日
に
執
行
の
新
潟
県
議
会

議
員
一
般
選
挙
北
蒲
原
郡
選
挙
区
は
、

４
月
４
日
の
届
出
日
に
お
い
て
定
員

の
３
人
を
超
え
な
か
っ
た
た
め
無
投

票
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
４
月
14
日
開
催
の
選
挙
会

に
お
い
て
次
の
３
名
が
当
選
人
と
な

り
ま
し
た
。

県
議
会
選
挙

無
投
票
当
選
と
な
る

陸上自衛隊新発田駐屯地
創設50周年記念行事のご案内

陸上自衛隊新発田駐屯地
創設50周年記念行事のご案内

◆市中パレード

５月17日

午後２時30分～午後３時30分

新発田駅から旧産業会館跡地

徒歩・車両行進及びヘリコプ

ターによる観閲飛行

◆記念式典等

５月18日

新発田駐屯地

陸上自衛隊新発田

駐屯地広報班

22－3151（内線206）

行　　事

駐屯地開放

記念式典・訓練展示

装備品展示・体験試乗

野外売店・広報展示

資料館開放・作品展

時　間

9:00～15:00

10:00～11:50

12:30～15:00

9:45～15:00

9:45～15:00
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第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
、
昭
和

19
年
12
月
20
日
か
ら
翌
年
８
月
14
日

ま
で
、
大
阪
府
内
で
は
米
軍
の
空
襲

に
よ
っ
て
、
死
者
一
万
二
、
六
二
〇

人
、
行
方
不
明
者
二
、
一
七
三
人
の

被
害
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
昭
和
20
年
10
月
大
阪
府
警
察
局
調

べ
）大

阪
府
で
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を

現
在
及
び
後
世
に
伝
え
、
平
和
の
尊

さ
を
訴
え
る
た
め
、
大
阪
空
襲
で
死

没
さ
れ
た
方
々
の
名
簿
を
作
成
し
ま

す
。
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

名
簿
に
掲
載
す
る
方

大
阪
空
襲
（
昭
和
19
年
12
月
〜
昭

和
20
年
８
月
）
で
な
く
な
ら
れ
た
方

（
空
襲
に
よ
る
負
傷
等
が
原
因
で
亡
く

な
ら
れ
た
方
を
含
み
ま
す
）
で
、
国

特別給付金の最終償還を終

えた戦没者等の妻及び父母等

で、次の要件を満たす方に改め

て特別給付金が支給されます。

○第17回特別給付金「い号」

国債を受けられた戦没者の

妻で、平成15年４月１日に

おいて公務扶助料、遺族年

金等を受ける権利を有して

いる方に、額面200万円の特

別給付金が支給されます。

○第19回特別給付金「い号」

国債を受けられた戦没者の

父母等で、平成15年４月１

日において公務扶助料、遺

族年金等を受ける権利また

は受ける資格を有し、かつ

平成15年３月31日までの間

に氏を同じくする子も孫も

有するに至らなかった方に、

額面100万円の特別給付金が

支給されます。

○請求期限は、平成18年３月

31日までです。

請求手続き及び内容の詳細

については

町民課

２７―１９５２（直通）

内
閣
総
理
大
臣
の
書
状
を
贈
呈
し

ま
す
。

請
求
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
、

平
成
17
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま

し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
で
戦
地
等
に
派

遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
服
さ
れ

た「
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
」、

「
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
」
の
方
々

（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）
に
対

し
て
、
そ
の
ご
労
苦
に
報
い
る
た
め

内
閣
総
理
大
臣
の
書
状
を
贈
呈
し
て

大
阪
空
襲
で
死
没
さ
れ
た

方
々
の
名
簿
を
作
成
し
ま
す

戦没者等の妻及び
父母等の皆さまへ

特別給付金が継続
支給されます

旧
日
本
赤
十
字
社
救
護

看
護
婦
等
の
皆
さ
ま
へ

籍
、
住
所
は
問
い
ま
せ
ん
。

連
絡
い
た
だ
く
内
容

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
次
の
こ

と
に
つ
い
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
①
氏
名
②
年

齢
③
性
別
④
被
災
場
所
⑤
被
災
年

月
日
⑥
死
亡
場
所
⑦
死
亡
年
月
日

⑧
死
亡
時
の
住
所

※
不
明
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
一
部

で
も
結
構
で
す
。

連
絡
い
た
だ
く
方
の
①
氏
名
②
住

所
③
電
話
番
号
④
亡
く
な
ら
れ
た

方
と
の
関
係

名
簿
の
公
開

公
開
用
名
簿
に
は
、
①
氏
名
②
年

齢
③
性
別
を
掲
載
し
ま
す
が
、
ご
遺

族
等
が
希
望
さ
れ
な
い
場
合
に
は
掲

載
し
ま
せ
ん
。

期
　
限

平
成
15
年
12
月
末
日
ま
で
（
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
受
付
）

※
日
・
祝
・
月
曜
日
を
除
く

大
阪
空
襲
死
没
者
名
簿
編
さ
ん
室

〒
５
４
０
―
０
０
０
２

大
阪
市
中
央
区
大
阪
城
２
番
１
号

大
阪
国
際
平
和
セ
ン
タ
ー
（
ピ
ー

ス
お
お
さ
か
）

０
６
（
６
９
４
７
）
０
２
１
２

０
６
（
６
９
４
３
）
６
０
８
０

お
り
ま
す
。

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
か
ら

の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

請
求
用
紙

請
求
用
紙
は
町
役
場
町
民
課
の
窓

口
に
ご
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。（
次
の

と
こ
ろ
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
も
で
き

ま
す
）

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室
　

業
務
担
当

０
３
（
５
２
５
３
）
５
１
８
２
（
直
通
）

０
３
（
５
２
５
３
）
５
１
９
０

加治川ネット21 NPO設立記念

CW・ニコル 講演会「人と自然」VOL.2
日時／平成15年5月24日

開場18:00 開演18:30
会場／新発田市民文化会館

前売券:1,000円（当日1,500円）

チケット取り扱い
新発田市民文化会館、生涯学習センターほか
加治川ネット21事務局
３１－４１１１

主催：加治川ネット21 共催：新発田市、新発田市教育委員会

「グローバルな環境、ローカルな環境」 「グローバルな環境、ローカルな環境」「グローバルな環境、ローカルな環境」
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高齢者と家族のよろず相談
新潟県高齢者総合相談センターでは、お年寄りやその家

族の方々が抱える悩みごとや、心配ごとの相談を無料でお

受けしています。

５月と６月の相談日程は次のとおりです。

【相談電話】

０２５－２８５－４１６５

相談の種類

よろず相談

法　　　律

医　　　療
痴　　　呆
公的年金･保険
税　　　金
健康・介護

専門相談（予め予約が必要です）

相談時間

13:30～16:00

13:30～15:30
14:00～16:00
13:30～15:30
10:00～12:00
10:00～16:00

毎週月曜日から金曜日　9:00～17:00まで
（土日祝日は除く）

５月

12、19、22、
26
7
21
6
9
8

６月

2、9、16、
23、26、30
4
18
3
13
12

パ
ス
テ
ル
ク
ッ
キ
ン
グ

◆
手
作
り
パ
ン
と
抹
茶
ロ
ー
ル

６
月
３
日
　

午
前
10
時
〜
午
後
１
時
30
分

東
北
電
力
新
発
田
営
業
所

会
費

千
円

定
員
　
24
名

申
込
締
切

５
月
27
日
　

㈱
電
力
ラ
イ
フ
･
ク
リ
エ
イ
ト

０
１
２
０
―
１
０
５
５
９
９

９
時
〜
17
時
（
土
日
・
祝
日
除
く
）

新
潟
大
学
法
律
相
談
部

無
料
法
律
相
談
会

６
月
15
日
　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

新
潟
大
学
五
十
嵐
キ
ャ
ン
パ
ス

法
文
棟

係
争
中
（
裁
判
中
、
調
停
中
）

の
事
件
を
除
く
民
事
事
件
（
賃
貸

借
、
離
婚
、
相
続
、
土
地
関
係
な
ど
）

※
予
約
が
必
要
（
予
約
受
付
は
５
月

31
日
〜
６
月
２
日
、
午
後
１
時
か

ら
午
後
７
時
ま
で
電
話
に
て
受
付
）

０
２
５
―
２
３
９
―
５
５
５
４

０
２
５
―
２
６
１
―
７
２
６
３

の
い
ず
れ
か（
新
潟
大
学
法
律
相
談
部
）

県
立
自
然
科
学
館

各
種
教
室
ご
案
内

◆
か
ら
く
り
の
世
界

５
月
18
日

①
午
後
１
時
　
②
午
後
３
時

入
館
者
各
40
名
（
各
回
先
着
）

茶
運
び
人
形
・
段
返
り
人
形
な

ど
の
「
か
ら
く
り
人
形
」
の
実
演

料
金

入
館
料
の
み

◆
紙
を
作
ろ
う

５
月
18
日

①
午
後
１
時
　
②
午
後
２
時

③
午
後
３
時

入
館
者
各
24
名
（
各
回
先
着
）

身
近
な
リ
サ
イ
ク
ル
・
パ
ル
プ

を
材
料
に
紙
作
（
サ
イ
エ
ン
ス
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
）

料
金
　
入
館
料
の
ほ
か
に
50
円

◆
細
胞
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
取
り
出
そ
う

５
月
25
日

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

20
名
（
先
着
・
電
話
申
込
必
要
）

動
植
物
の
細
胞
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
を

取
出

料
金

入
館
料
の
み
　

県
立
自
然
科
学
館

０
２
５
―
２
８
３
―
３
３
３
１

３ 

 

（注１）広報に載せてほしくない方は、町民課窓口で手続
きの際、その旨お話しください。
（ 27－2111  内線112  町民サービス係）

（注２）渡邊さんの「邊」という文字など略して掲載
しています。戸籍に記載されている正確な氏
名と多少異なる場合があります。ご了承くだ
さい。

赤ちゃん 保護者 誕生日 行政区

結
ゆう

愛
あ

さん （本田宗一郎） 02.14 亀　　塚

圭
けい

仁
と

くん （遠藤　直樹） 02.20 藤　　寄

春
はる

香
か

さん （小川　和也） 02.23 亀　　塚
りん

さん （竹内　正俊） 02.24 旭 ヶ 丘

美
み

琴
こと

さん （田村　孝廣） 02.28 次 第 浜

涼
りょう

太
た

くん （増井　良広） 03.03 大夫興野

源
げん

己
き

くん （渡辺　　壮） 03.04 網 代 浜

舜
しゅん

矢
や

くん （高松　博文） 03.05 亀　　塚

夢
ゆめ

さん （杉原　英樹） 03.06 本諏訪山

和
やまと

くん （加藤　　聡） 03.07 蓮　　野

海
かい

くん （渡辺　　剛） 03.16 網 代 浜

佑
ゆう

香
こ

さん （佐藤　　強） 03.19 真　　野

千
ち

尋
ひろ

さん （小川　由弘） 03.22 蓮　　野

匡
ただ

志
し

くん （齋藤　　央） 03.23 蓮　　潟

氏　　名 年　齢 死亡日 行政区

高　橋　勝
かつ

利
とし

さん （64歳） 02.28 網 代 浜

沢　田　　　傳
つたえ

さん （65歳） 03.03 亀　　塚

羽田野　作
さく

次
じ

さん （82歳） 03.04 上大谷内

堀　　　リ　トさん （75歳） 03.04 網 代 浜

堀　　　正
まさ

男
お

さん （68歳） 03.06 網 代 浜

北　見　隆
たか

儀
よし

さん （64歳） 03.09 網 代 浜

森　田　健
けん

男
お

さん （55歳） 03.14 蓮　　潟

佐　藤　ヤ　スさん （79歳） 03.15 山 大 夫

渡　辺　昌
まさ

彬
あき

さん （89歳） 03.25 藤　　寄

佐　藤　　　正
ただし

さん （81歳） 03.25 次 第 浜

後　藤　芳
よし

一
いち

さん （73歳） 03.26 次 第 浜

加　藤　ミサヲさん （72歳） 03.28 大夫興野

長谷川　ス　エさん （94歳） 03.30 蓮　　潟

新郎・新婦

遠　藤　智
とも

一
かず

さん

（細野）幹
みき

子
こ

さん

渡　辺　克
かつ

弘
ひろ

さん

（高橋）裕
ゆう

子
こ

さん

届出日 行政区

｝ 03.21   本 大 夫

｝ 03.27 二 本 松

お詫びと訂正
広報せいろう４月号17ページ

「２月の届出・げんきなよい子」の中で

「未
み

希
づき

さん（保護者・岩渕　泰志）」と掲載

しましたが、正しくは「未
み

希
づき

くん」でした。

お詫びして訂正します。
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区分

年

平成15年

平成14年

増　減

３　月

発生件数

4

6

△ 2

死者数

0

1

△ 1

傷　者

4

12

△ 8

１月～３月（累計）

発生件数

26

37

△ 11

死者数

0

3

△ 3

傷　者

38

52

△ 14

町の交通事故
発生状況

交通安全に関することは

役場生活環境課

２７－１９６２（直通）

春の全国交通安全運動イベント
交通遺児基金チャリティー

聖籠町交通安全
クラシックカー
ミーティング2003

車をいたわり交通事故を未然に防ぐ安全運転の大切

さを呼びかけながら、交通安全意識をみんなで高めま

す。当日は交通遺児基金への募金活動も行います。

日　時：５月18日
午前９時～午後３時

会　場：聖籠町民会館駐車場／入場無料

午前９時～午後３時

午前９時～午後３時

午前10時30分～

午前11時30分～

午前９時～午後３時

午前９時～午後３時

交通遺児支援募金キャンペーン

クラシックカー展示（約90台）

クラシックカー等による町内パ

レード（来場希望者同乗可能）

県警音楽隊とカラーガード隊によ

る演奏と演技

シートベルト体験車による衝突体

験・運転シミュレーションなど

【同時開催】阿賀北青年祭

・特産品、名産品の販売および宣伝

・フリーマーケット

【当日のイベント】

C L A S S I C

M E E T I N G

5.18

交　通 
安　全 
交　通 
安　全 
Ｎ
ＥＷＳ
Vol 13
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地
域
の
火
災
や
災
害
を
防
ぐ
た
め

に
日
々
訓
練
や
点
検
を
行
い
な
が
ら

私
た
ち
の
生
活
を
守
る
町
の
消
防
団
。

四
月
六
日
（
日
）
に
は
消
防
団
辞

令
交
付
式
が
行
わ
れ
、
平
成
十
五
年

度
の
新
体
制
が
決
ま
り
ま
し
た
。

交
付
式
の
後
に
は
規
律
訓
練
が
行

わ
れ
、
各
班
長
や
新
入
団
員
は
、
き

び
き
び
と
し
た
態
度
で
訓
練
に
臨
み

ま
し
た
。

私
た
ち
の
生
活
を
守
る
た
め
に
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（敬称略）

平 成　15 年 度

聖 籠 町 消 防 団 幹 部

（敬称略）

班 長 の み な さ ん

団・班

本部分団第１班

本部分団第２班

第一分団第１班

第一分団第２班

第一分団第３班

第一分団第４班

第一分団第５班

第一分団第６班

第一分団第７班

第二分団第１班

第二分団第２班

第二分団第３班

第二分団第４班

第二分団第５班

第二分団第６班

氏　名

小　野　芳　昭

大　沼　理　一

近　藤　博　靖

佐　藤　元　昭

吉　井　勝　栄

大　倉　正　和

佐久間　　　栄

佐久間　　　譲

小　池　恵　一

浅　野　勇　一

阿　部　憲　夫

高　橋　栄和男

斎　藤　　　浩

岩　渕　秀　雄

岩　渕　泰　志

団・班

第二分団第７班

第三分団第１班

第三分団第２班

第三分団第３班

第三分団第４班

第三分団第５班

第三分団第６班

第三分団第７班

第四分団第１班

第四分団第２班

第四分団第３班

第四分団第４班

第四分団第５班

第四分団第６班

氏　名

三　森　祐　二

新　保　　　勇

武　田　義　一

小　見　徳　司

小　池　時　雄

大根沢　道　明

遠　藤　雅　彦

渡　辺　昌　行

高　松　盛　爾

木　村　嘉　文

大　越　克　志

高　橋　　　学

宮　下　　　豊

林　　　光　男

役　職

団　　　　　長

副　　団　　長

副　　団　　長

訓　練　部　長

本部分団分団長

第一分団分団長

第二分団分団長

氏　名

吉　田　春　雄

阿　部　孝　一

宮　下　芳　樹

佐久間　　　孝

齋　藤　政　明

吉　田　淳　一

新　保　昇　英

役　職

第三分団分団長

第四分団分団長

本部分団副分団長

第一分団副分団長

第二分団副分団長

第三分団副分団長

第四分団副分団長

氏　名

遠　藤　　　悟

宮　下　　　誠

渡　辺　佳津志

伊　藤　義　則

伊　藤　稔　明

加　藤　清　一

萩　原　美　好

団・班

第一分団第１班

第一分団第１班

第一分団第３班

第一分団第７班

第二分団第２班

第二分団第４班

第三分団第３班

第三分団第４班

氏　名

近　藤　弥　興

近　藤　一　己

小　熊　博　之

杉　山　正　勝

栗　原　一　幸

大　谷　　　亮

小　池　一　矢

天　尾　市　郎

団・班

第三分団第６班

第四分団第１班

第四分団第１班

第四分団第２班

第四分団第５班

第四分団第６班

第四分団第６班

氏　名

羽　田　純　一

島　村　　　真

高　橋　大　智

細　貝　政　則

平　野　信　晴

宮　下　純　一

渡　邊　博　参

（敬称略）

新 入 団 員 の み な さ ん

町
の
安
全
を

守
る

聖
籠
町

消
防
団

▲
教
育
訓
練
を
受
け
る
新
入
団
員
の
み
な
さ
ん



広報聖籠 23 広報聖籠 22

人
権
擁
護
委
員

吉
井
さ
ん
・
深
井
さ
ん
が
再
委
嘱
を
受
け
ま
し
た

交
付
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

人
権
に
関
す
る
困
り
ご
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
堅
く

守
ら
れ
ま
す
。

人
が
人
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
に

持
っ
て
い
る
権
利
を
「
人
権
」
と
い

い
ま
す
が
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
、

人
権
が
侵
さ
れ
た
と
き
の
身
近
な
相

談
相
手
と
し
て
、
国
（
法
務
大
臣
）

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
の
こ
と
を
「
人

権
擁
護
委
員
」
と
い
い
ま
す
。

聖
籠
町
で
は
、
吉
井
美
穗
さ
ん

（
丸
潟
）、
深
井
一
成
さ
ん
（
次
第
浜
）、

森
　
猛
義
さ
ん
（
蓮
野
）
の
３
名
の

方
々
が
、
町
の
人
権
問
題
の
た
め

日
々
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
井
さ

ん
、
深
井
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

こ
の
度
任
期
の
満
了
を
迎
え
ら
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
熱
心
な
活
動

が
評
価
さ
れ
、
引
き
続
き
委
嘱
状
の

ばろひのなんみ

イ
ラ
ス
ト
自
慢 

青酢入り蓋と瓶・14歳 よこやま　ゆかさん・８歳 めろんぱん・11歳

あぶらみ・16歳 イナチャン・８歳

町の宝
で～す
３月の乳児健診から

畠山　翔
しょう

成
せい

ちゃん
Ｈ14.11.20生

斎藤　都
みやこ

ちゃん
Ｈ14.11.4生

大島　翔
しょう

太
た

ちゃん
Ｈ14.12.15生

高松　航
こう

佑
すけ

ちゃん
Ｈ14.11.8生

高橋　翔
しょう

太
た

ちゃん
Ｈ14.8.2生

永井　亜
あ

実
み

ちゃん
Ｈ14.11.21生

二宮　実
み

留
と

ちゃん
Ｈ14.11.13生

樋口　晴
はる

菜
な

ちゃん
Ｈ14.11.21生

田中　彩
あや

愛
め

ちゃん
Ｈ14.11.12生

元気に育ってね！

この写真は保健福祉センター

で行われる乳児健診会場で

撮影しています。吉井　美穗さん深井　一成さん

町の人権擁護委員

町民課　２７－１９５２（直通）

氏　名 電話番号

吉井　美穗
丸潟394 

２７－５２２２

２７－３４３１

２７－２０５４

深井　一成
次第浜3056-1

森　　猛義
蓮野1165-１

４月13日　、蓮野弁天潟風致公園

で「弁天潟さくらまつり」が開催さ

れました。

さくらは６分咲きでしたが、来場

者約2,000人の皆さんは、イベントス

テージなどを楽しみ、「春とまつり」

を満喫できたようです。

聖
籠
町
建
設
業
協
会
（
曽
根
憲
雄

会
長
・
加
盟
14
社
）
の
皆
さ
ん
が
、

４
月
17
日
（
木
）、
加
治
川
右
岸
堤
防

（
加
治
川
河
川
公
園
内
）
に
同
会
が
寄

聖
籠
町
建
設
業
協
会
の
皆
さ
ん
が

加
治
川
右
岸
堤
防
に
「
桜
の
木
」
を
植
樹

贈
し
た
桜
の
木
を
植
樹
し
ま
し
た
。

今
回
の
植
樹
は
、
開
花
を
間
近
に

控
え
た
３
月
に
、
何
者
か
に
よ
っ
て

切
ら
れ
、
無
残
な
姿
と
な
っ
た
12
本

の
桜
の
木
を
植
え
替
え
た
も
の
で
す
。

桜
の
木
が
切
り
倒
さ
れ
る
と
い
う

事
件
は
、
今
年
の
開
花
を
本
当
に
楽

し
み
に
し
て
い
た
矢
先
の
出
来
事
で

あ
り
、
と
て
も
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
植
樹
し
た
木
が
無
事
成
長
し
、

素
晴
ら
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る

こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
日
頃
の
管

理
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

桜
の
名
所
「
加
治
川
堤
防
の
桜
」

復
活
を
め
ざ
し
て
…

ふ
る
さ
と
整
備
課

27
│
１
９
６
１
（
直
通
）

ナギ節・14歳パピコン・12歳天の助・13歳右央・14歳

まいこ・13歳ゼリー・12歳恭悠・14歳アイフルパパ亀代・12歳
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